
佐賀県伝統産業関連中小企業
生産性向上・陶土価格高騰緩和支援補助金

補助制度の概要

事業実施者：佐賀県産業イノベーションセンター R８.5.15 現在

詳細は裏面に記載。

補助対象

事業名 補助内容

【生産性向上分野】
①設備投資・補修等支援事業
②長寿命化計画策定支援事業
（補助率：2/3以内）

①生産性向上（高付加価値化・効率化）のための設備や
システムの導入、補修等費用の支援

②施設設備等の長寿命化のための計画策定費用の支援

【陶土価格高騰緩和分野】
③陶土価格支援事業

③佐賀県内の陶土生産者から購入する陶土の購入費用の
値上相当額分を支援

事業の実施期限

お問い合わせ先等

公募期間 ※２次募集

令和８年５月１５日（金）～令和８年６月1５日（月）

合計最大 200万円

補助金の使い方・申請書の書き方など、何でもご相談
ください！ 0952-97-8135 （平日９時～17時）

佐賀型賃金UP
支援チーム事務局

相談
無料

（例）真空土練機の導入・更新
（※中古品も可）

電気窯の内壁の塗替生産管理システム導入
による業務効率化

原材料の価格高騰等の影響を強く受け、収支状況が悪化している県内伝統産
業関連中小企業を対象として、生産性向上・陶土価格高騰緩和を支援します！

※第６弾佐賀県中小企業生産性向上支援補助金とどちらか一方のみ申請出来ます。
※一次募集で採択された事業者は申請できません。

※令和８年４月１日以降に発生した経費に限り補助対象とします。

※当補助金は県の「佐賀県伝統産業緊急応援事業費補助金」を
財源としています。なお、「佐賀県伝統産業緊急応援事業費
補助金」は国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付
金」を財源としています。

事業実施期間は、交付決定の日から令和９年１月15日（金）までです。
※やむを得ない事情により上記期限までに完了しない場合は、申出書の提出により、令和９年

１月31日まで期限延長が認められます。

◆佐賀県産業イノベーションセンター補助金事務局
〒849-0932 佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝114

0952-37-1688（平日9時から16時30分まで、12時から13時を除く）



項目 補助制度の概要

対象者

・佐賀県内の伝統産業関連事業者のうち小規模事業者及び中小企業。
※伝統産業関連事業者とは以下に示す伝統的地場産品の製造・販売等を主たる業務と

する事業者を指します。
【国指定伝統的工芸品】

〇伊万里・有田焼
〇唐津焼

要件１

・次の賃金UP要件または売上減少要件のいずれかに該当すること。

賃金UP要件 売上減少要件

・以下の全ての項目を満たす事業者。
①令和６年10月18日以降の事業場内最低賃金

を５%以上引き上げること。※1※2

②実績報告日または令和９年１月15日のいずれ
か早い日までに引き上げに伴う賃金を支給し
ていること。

③いずれの時点においても佐賀県の地域別最低
賃金及び特定（産業別）最低賃金を下回って
いないこと。

※1 同一の事業場内最低賃金で従事する労働
者が複数名いる場合には、当該労働者全
員について、賃金を5％以上引き上げるこ
と。

※2 事業場内最低賃金を引き上げた結果、賃
金額を追い越される者がいる場合には、
その者についても引き上げ前の事業場内
最低賃金額から5％以上引き上げること。
ただし、その者の賃金額が、引き上げ前
の事業場内最低賃金額を5％以上上回って
いる場合には、この限りではない。

・以下のいずれかに該当する者。
①令和5年10月～令和８年３月までの連続

する3ヶ月の合計売上高が令和2年10月
～令和5年9月までの連続する同3ヶ月の
合計売上高と比較し10％以上減少してい
ること。

②令和5年10月～令和８年３月までの連続
する3ヶ月の合計粗利益額※3が令和2年
10月～令和5年9月までの連続する同3ヶ
月の合計粗利益額と比較して3％以上減
少していること。

③直近の決算書の営業利益額※４が過去４年
度のいずれかの決算書の営業利益額と比
較して３％以上減少していること。

※3 粗利益額とは、売上高から次のもの
を減じた金額をいう。

①製造業にあっては製造原価
②卸売業及び小売業などその他の業種

にあっては売上原価
※４営業利益額は、粗利益から販売費及

び一般管理費を減じた金額をいう。

★令和5年8月以降に創業した事業者につい
ては、別に定める比較要件による比較を
可とする。

要件２

①設備投資・補修等支援事業 ②長寿命化計画策定支援事業

③陶土価格支援事業 ④価格転嫁推進のための専門家派遣※

の４取組から２つ以上の取組を実施すること（ただし陶土製造業者及び窯業
関連以外の伝統産業関連事業者は１つ以上の取組の実施でもよい）
※県産業政策課が取り組む価格転嫁伴走支援プロジェクトの一つで企業に対して専門

家を派遣し、現状把握、分析、原価計算の他、個社に応じた価格交渉スキルの向上
に資する支援を企業負担無く実施している。詳細は賃金UP・価格転嫁推進事務局
（0952-97-8135）にお問い合わせください。

補助金額
・補助対象経費（税別）× 2/3【生産性向上分野】

・陶土値上相当額（税別）【陶土価格高騰緩和分野】
※千円未満切捨て

補助金の
上下限額

・1事業場につき15万円～200万円【小規模事業者（個人）】
・1事業場につき30万円～200万円【小規模事業者（法人）】
・1事業場につき50万円～200万円【中小企業】

※上記は概要となりますので、詳細の要件等は必ず交付要綱をご確認ください。

合計最大 200万円

【県指定伝統的地場産品】
<県指定対象>

〇鹿島錦 〇佐賀錦 〇白石焼 〇諸富家具・建具 〇小城羊羹
〇神埼そうめん 〇西川登竹細工 〇うれしの茶 〇名尾手漉和紙
〇鍋島緞通 〇肥前びーどろ 〇浮立面 〇弓野人形

<県指定に準ずるもの>
〇尾崎人形 〇のごみ人形 〇佐賀酒
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